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 平成 16 年 4 月から、黒田英夫先生の後任としてセンター長の職を務めております宮

原末治です。運営委員の方々、ネットワーク運営専門委員の方々、並びにセンターの

職員、及びメディアマネージャーの皆様方のご協力のもと、役に立つセンター、信頼

され、頼りにされるセンターを目指して、業務に励んでおります。大学は独立行政法

人化を迎え､学内組織や業務が激しく変化する中､センター業務の比重も、従来の教育、

研究支援のサービスから､ネットワークを用いた多様なサービスへと大きく変化して

おります。このような中で「最適サービスとは何か」を常に念頭において業務に励ん

でおります。何卒、皆様のご支援とご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い致します。 

 私は、ここ長崎の地は日本の中央･東京から遠く離れており、他の地域よりも人的・

物的な情報の入手が困難で、ややもすると社会の流れから取り残される局面が多いよ

うに感じております。そのようなことが問題にならない生活も有りますが、今日のよ

うにグローバル化された社会においては非常に不利な条件だと思います。そのため、

この問題への対処が重要な課題と考えております。これらへの対処策としての最も有

効な手段の一つとして、ネットワークや計算機などの情報処理技術をもっと活用する

ことが考えられます。 

このような考えのもと、総合情報処理センターでは、これまで、(1) 情報基盤（計

算機システムとネットワーク）の整備とその維持・管理、 (2) 教育・研究・事務等の

情報関連業務、を担って来ましたが、多様な業務に対応するために、平成 16 年 12 月

1 日付けで、総合情報処理センターを「長崎大学情報メディア基盤センター」に改組

し、センターの持っている人材や設備などの能力を十二分に発揮できるように取り組

んで行くことにしました。 

改組後の組織は、教育研究を支援する部門として新たに 6 名のへ兼務教員に就任し

て頂き、情報基盤部門、データベース部門、情報メディア部門の３つの部門を設け、

管理部門の事務職員と技術職員と協力して業務を推進できるようにしております。 

この中で、① 情報基盤部門は情報基盤の高度化を目指す組織として、基幹ネットワ

ークの最適構成とその利用法、利用者ネットワークの構築と、その管理・運用などの

業務を推進するようにしております。② データベース部門は学内の情報を有効に活用

することを目指す組織として、情報資源の共有化、各種データベースの設計、各種デ

ータベースの構築支援と管理運用、個人認証などの業務を推進するようにしておりま

す。③ 情報メディア部門はＩＴ技術を利用した教育の高度化や学術情報の有効活用を

目指す組織として、教育方法の高度化（マルチメディアの活用、ＩＴ技術の活用）、教

育システムの最適化（対面教育、遠隔教育、ウエッブ学習）、ｅ- ラーニングの活用、



遠隔教育システムの活用、コンテンツ作成、電子図書館化への技術支援、デジタルア

ーカイブスの構築支援などの業務を推進するようにしております。 

このように関連分野ごとに部門を設けて、業務を遂行し易くしております。また、

各部門にはその分野の専門家 5～10 名に、情報メディアマネージャーとしてセンター

業務に参加して頂き、より広範な業務が進められるような体制にしております。 

業務の実行にあたっては、情報活用のアセスメントを十分考慮しながら、さらなる

情報化の推進と、サービスの向上、学習環境の充実について改善を計って行く計画に

しております。 

高度情報化への対応については、機材の更新などの大きな問題は、平成 18 年 3 月の

「長崎大学計算機システムの機種更新」の中で実現するために「仕様策定委員会」を

立ち上げ、検討を進めてまいりました。 

現在の社会は報化が社会の隅々まで行き渡り、どのような仕事に就いても計算機と

ネットワークが付いて回る世の中になりました。このような情報処理技術を有効に活

用すれば、教育・研究の質の向上に繋がるものと考えます。また、外部機関での有効

活用事例の紹介し、具体例を示しながら選択支を増やして行く予定でおります。 

これからもネットワークや計算機の高速化と信頼性向上、保守メンテナンスの充実

による安定運用に努めるとともに、各部門のサービスの充実を計って行きたいと思っ

ております。また、学生・教職員の情報活用能力アップのための講習会等の開催にも

力を入れて行く計画にしております。 

今後とも皆様のご支援をたまわりますよう、よろしくお願い致します。 
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情報メディア基盤センターの設置について 

 

平成 16年 12月 1日に、本学の教育・研究・事務等の高度情報化への課題に対応す
るために、これまで本学の情報基盤の維持・管理と教育・研究・事務等の情報化関連

業務を担っていた総合情報処理センターを廃止して、「情報メディア基盤センター」

が設置された。 
情報メディア基盤センターは、教育研究支援部門、事務部門で構成し、学内におけ

る情報メディア基盤の総合的・中核的な機能を担い、情報化の推進のための研究・開

発と課題等に対する技術的な支援を行う。さらに、研究の成果を実証的に構築・運用

し、より高度で最先端の情報メディア基盤環境の実現を図る。 
 
 
【組織構成図】 

 
センター長 

（併任）宮原 末治 教授 
 【教育研究支援部門】 

 
情報基盤部門 データベース部門 情報メディア部門 

 
◎野崎 剛一 助教授  ◎中村 卓  教 授  ◎黒川 不二雄 助教授 
楢崎 修二 助教授  井手 弘人 講 師  古賀 掲維  講 師 
柳生 大輔 助 手  丸田 英徳 助 手  長澤 多代  助 手 

 
   （◎：部門長、専任教員３名、兼務教員６名） 
 
【事務部門】 

事務室長（兼務：事務局総務部総務課情報班長） 
  事務職員（１名）、技術職員（２名）、非常勤（３名） 

情報メディアマネージャー 

 
情報メディア基盤センターについては、学長、理事、センター長等で構成する情報メディ

ア基盤センター計画委員会、各部局から選出された本学の情報化を担う委員で構成する情報

メディア基盤センター運営委員会、センター長、センターの教職員及び主な情報メディアマ

ネージャーによって運営する。 
 
以下に、情報メディア基盤センターに関わる諸規則を示す。 

• 情報メディア基盤センター利用規程 
• 情報メディア基盤センター情報処理教育利用細則 
• キャンパス情報ネットワークシステム管理規則 
• キャンパス情報ネットワークシステム運用規程 
• キャンパス情報ネットワークシステム運用専門委員会規程 

 



情報メディア基盤センター

情報基盤部門

データベース部門

情報メディア部門

教育研究支援部門
教員組織

情報メディア基盤センターの組織

事務室
事務、技術職員

情報ネットワークの利用技術に関する研究・開発と技術支援
　　・ネットワーク基幹部の整備に関する計画立案
　　・基幹ネットワークシステムの設計・構築

キャンパス情報ネットワークシステムの管理・運用法に関する業務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と研究開発
　　・学内ネットワークシステムの運用に関する技術支援
　　・学内ネットワークの高速化に関する技術支援と運用

計算機システムの利用に関する研究・開発と技術支援
　　・システムの利用分析　・情報技術の支援　・利用者相談の対応

情報セキュリティシステムなどの情報保護に関する業務　
　　・セキュリティ確保　・ウイルス対策

情報基盤の高度化
　・情報処理基盤の整備
　・研究用情報システムの管理運用
　・セキュリティの確保　

情報基盤部門



各種データベースの開発に関する技術支援
　　・大学に必要な次世代データベースの開発と技術支援

大学情報のデータベース構築に関する技術支援と研究・開発
　　・大学評価システム構築のための技術支援
　　・教務情報等のデータベース構築のための技術支援

情報アクセスのための個人情報認証に関する研究・開発と技術支援
　　・共通認証システムの開発と運用に関する技術支援

情報資源の共有化
　・評価情報
　・教務情報等
　・個人情報の認証と保護

データベース部門

教育用計算機システムの構築と高度利用に関する技術支援
　　・情報教育の高度化に関する技術支援と研究開発

情報処理教育及び社会人への情報教育に関する技術支援
　　・e-ラーニング ・遠隔教育システム利用に関する技術支援と研究開発

マルチメディアを利用した教育支援システムの構築に関する技術支援
　　・マルチメディアを活用した教材開発の技術支援と研究開発

学術情報の蓄積・配信技術に関する技術支援
　　・電子図書館化　　・ディジタルアーカイブスの構築と技術支援

情報の有効活用
　・情報教育の高度化
　・新しい教育技術の開発
　・電子図書館・電子ジャーナル

情報メディア部門



長崎大学情報メディア基盤センター規則 

平成 16年 11月 2日 
規則第 85号 

(趣旨) 
第 1条 この規則は，国立大学法人長崎大学基本規則(平成 16年規則第 1号)第 40条第 2項
の規定に基づき，長崎大学情報メディア基盤センター(以下「センター」という。)の組織及び
運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
(目的) 
第 2条 センターは，長崎大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として，セン
ターの計算機システムを整備運用し，本学における教育，研究及び事務処理のための共同利

用に供するとともに，情報化の推進のための技術支援及び研究開発を行い，本学の高度情報

化に資することを目的とする。 
(部門及び業務) 
第 3条 センターに，情報基盤部門，データベース部門及び情報メディア部門を置く。 
2 情報基盤部門においては，次に掲げる業務を行う。 
(1) ネットワークシステムの整備運用並びにその利用に係る技術支援及び研究開発に関する
こと。 
(2) 計算機システムの整備運用並びにその利用に係る技術支援及び研究開発に関すること。 
(3) その他情報基盤の整備運用並びにそれらに係る技術支援及び研究開発に関すること。 
3 データベース部門においては，次に掲げる業務を行う。 
(1) 各種データベースの構築に係る技術支援及び研究開発に関すること。 
(2) 個人情報認証に係る技術支援及び研究開発に関すること。 
4 情報メディア部門においては，次に掲げる業務を行う。 
(1) 教育用計算機システムの構築及び利用に係る技術支援及び研究開発に関すること。 
(2) 学術情報の蓄積及び配信技術に係る技術支援及び研究開発に関すること。 
(職員) 
第 4条 センターに，次に掲げる職員を置く。 
(1) センター長 
(2) 情報基盤部門長，データベース部門長及び情報メディア部門長 
(3) 専任教員 
(4) 兼務教員 
(5) その他必要な職員 
2 前項第 2号から第 5号までの職員は，センター長の命を受け，センターの業務に従事する。 
3 第 1項第 4号の職員は，センター長の推薦に基づき，学長が任命する。 
4 第 1項第 4号の職員の任期は，2年とする。ただし，再任を妨げない。 
(センター長) 
第 5条 センター長は，本学の理事又は職員をもって充てる。 
2 センター長は，長崎大学情報メディア基盤センター計画委員会(以下「計画委員会」とい
う。)の議に基づき，学長が任命する。 
3 センター長の任期は，2年とする。ただし，再任を妨げない。 
4 センター長は，センターの業務を掌理し，所属職員を監督する。 
(部門長) 
第 6条 部門長は，センターの専任教員又は兼務教員のうちから，計画委員会の議に基づき，
学長が任命する。 
2 部門長の任期は，2年とする。ただし，再任を妨げない。 



3 部門長は，担当部門の業務を総括整理し，センター長を補佐する。 
(情報メディアマネージャー) 
第 7 条 センターに，各部局等における高度情報化の推進に資するため，センターの業務を
支援する者として情報メディアマネージャーを置くことができる。 
2 情報メディアマネージャーは，本学の職員のうちから，センター長が委嘱する。 
(管理運営等に係る事項の審議) 
第 8 条 センターの将来構想，教員の人事その他教育又は研究に関する重要事項の審議は，
計画委員会において行う。 
(運営委員会) 
第 9 条 センターに，センターの運営に係る具体的事項を審議するため，長崎大学情報メデ
ィア基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。 
(運営委員会の組織) 
第 10条 運営委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 
(1) センター長 
(2) 情報政策委員会副委員長 
(3) 全学教育実施委員会情報処理科目委員会委員長 
(4) 各学部，生産科学研究科，医歯薬学総合研究科，熱帯医学研究所及び医学部・歯学部附
属病院の教授，助教授及び専任の講師のうちから選出された者 各 1人 
(5) センターの部門長 
(6) 総務部長，学生支援部長及び図書館部長 
(7) その他学長が必要と認めた者 
2 前項第 4号及び第 7号の委員の任期は，2年とする。ただし，再任を妨げない。 
3 第 1項 4号及び第 7号の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間と
する。 
4 委員は，学長が任命する。 
(委員長) 
第 11条 運営委員会の委員長は，センター長をもって充てる。 
2 委員長は，会議を招集し，その議長となる。 
3 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。 
(会議) 
第 12条 運営委員会は，委員の過半数が出席しなければ，議事を開くことができない。 
2 運営委員会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決
するところによる。 
(意見の聴取) 
第 13条 委員長が必要と認めたときは，運営委員会に委員以外の者を出席させ，意見を聴取
することができる。 
(専門部会) 
第 14条 運営委員会に，必要に応じ，特定の事項について専門的に調査・整理させるため，
専門部会を置くことができる。 
2 専門部会の任務，組織，運営等に関し必要な事項は，別に定める。 
(事務室) 
第 15条 センターに，情報メディア基盤センター事務室(以下「事務室」という。)を置く。 
2 事務室に関し必要な事項は，別に定める。 
(事務) 
第 16条 センター及び運営委員会の事務は，事務室において処理する。 



(補則) 
第 17条 この規則に定めるもののほか，センターに関し必要な事項は，別に定めることがで
きる。 
附 則 
1 この規則は，平成 16年 12月 1日から施行する。 
2 長崎大学総合情報処理センター規則(平成 16年規則第 67号)は，廃止する。 
3 この規則施行後最初に任命されるセンター長，部門長及び兼務教員については，第 4条第
3項，第 5条第 2項及び第 6条第 1項の規定にかかわらず，長崎大学総合情報処理センター
計画委員会の議に基づき，学長が任命するものとする。 
4 前項の規定により任命されるセンター長，部門長及び兼務教員の任期は，第 4条第 4項，
第 5条第 3項及び第 6条第 2項の規定にかかわらず，平成 18年 3月 31日までとする。 
5 この規則施行後最初に任命される第 10条第 1項第 4号及び第 7号に規定する運営委員会
の委員の任期は，第 10条第 2項の規定にかかわらず，平成 18年 3月 31日までとする。 
 
 
 
 



長崎大学情報メディア基盤センター利用規程 

平成 16 年 12 月 1 日 

規程第 143 号 

(趣旨) 

第 1 条 この規程は，長崎大学情報メディア基盤センター規則(平成 16 年規則第 85 号)第 17

条の規定に基づき，長崎大学情報メディア基盤センター(以下「情報メディア基盤センター」

という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。 

(利用資格) 

第 2 条 情報メディア基盤センターを利用することができる者は，次に掲げる者とする。 

本学の職員 

本学の学生 

本学の研究生 

その他情報メディア基盤センター長が必要と認めた者 

(利用区分等) 

第 3 条 情報メディア基盤センターの利用区分等は，次のとおりとする。 

利用区分 利用目的 利用対象者 利用経費 

情報処理教育利用 
本学が開講する授業，講習

会等の実施 
(1)授業，講習会等の担当教員等 
(2)授業，講習会等の受講者 

無料 

ネットワーク利用 
ネットワークを利用した情

報通信 

(1)本学の職員 
(2)情報メディア基盤センター長が
利用を認めた者 

無料 

学生利用 
学生の修学及び修学に必要

な情報の収集 
本学の学生 

無料 

研究利用 
研究及び研究に必要な情報

の収集 

(1)本学の職員 
(2)本学の学生及び研究生で指導教
員が研究利用を必要と認めた者 
(3)情報メディア基盤センター長が
利用を認めた者 

有料 

業務利用 
本学の運営に必要と認めら

れる業務の実施 

(1)本学の職員で所属長が業務利用
を必要と認めた者 
(2)情報メディア基盤センター長が
利用を認めた者 

無料 

(利用手続) 
第 4 条 前条の利用をしようとする者は，情報メディア基盤センター長に申請し，その承認
を受けなければならない。この場合において，研究利用にあっては，利用経費を負担する者(以
下「支払責任者」という。)の承認を事前に得ておかなければならない。 
2 情報メディア基盤センター長は，前項の承認をしたときは，利用者番号及びその有効期限
を付して申請者に通知するものとする。 



3 前 2項の規定にかかわらず，情報処理教育利用に係る利用手続は，情報メディア基盤セン
ター長が別に定める。 
(利用経費の負担) 
第 5 条 支払責任者は，別表に掲げる研究利用の計算機を利用した場合は，同表の区分ごと
に定める金額を負担しなければならない。この場合において，4月 1日，7月 1日，10月 1
日及び 1月 1日を初日とする 3月(以下「3月」という。)ごとの金額の合計が 1万円を超える
場合には，その負担金は 1万円とする。 
2 支払責任者は，第 3条の規定にかかわらず，別表に掲げるその他の装置等を利用した場合
は，同表の区分ごとに定める金額を負担しなければならない。 
(利用者の遵守事項) 
第 6条 情報メディア基盤センターの利用を承認された者(以下「利用者」という。)は，次に
掲げる事項を遵守しなければならない。 
利用者番号を当該利用目的以外のために使用し，又は他人に使用させないこと。 
パスワードを他人に知られないよう留意すること。 
情報メディア基盤センターの機器及びソフトウェアに障害をきたすような利用をしないこと。 
他の利用者に支障をきたすような利用をしないこと。 
その他利用に際しては，情報メディア基盤センターの職員の指示に従うこと。 
(利用の制限) 
第 7 条 情報メディア基盤センターの機能が著しく低下するおそれがある場合など管理運営
に必要がある場合は，利用を制限することがある。 
(利用の報告) 
第 8 条 情報メディア基盤センター長は，必要に応じて利用者に対し，情報メディア基盤セ
ンターの利用に関して報告を求めることができる。 
(利用の取消し等) 
第 9 条 利用者がこの規程に違反し，又は情報メディア基盤センターの運営に重大な支障を
生じさせたときは，情報メディア基盤センター長は，その利用の承認を取消し，又はその利

用を停止させることができる。 
(補則) 
第 10条 この規程に定めるもののほか，情報メディア基盤センターの利用に関し必要な事項
は，情報メディア基盤センター長が別に定める。 
附 則 
1 この規程は，平成 16年 12月 1日から施行する。 
2 長崎大学総合情報処理センター利用規程(平成 16年規程第 117号)は，廃止する。 



別表(第 5条関係) 
情報メディア基盤センター機器等利用負担金 

区分 金額 

計算機システム演算負担金 演算処理時間1秒につき 0.01円 
研究利用の計算機

計算機システムファイル使用負担金 1日当たり1MBにつき 0.1円 

高機能カラー印刷装置負担金 

1ページにつき 

普通紙 50円 

OHP用紙 100円 

WBTシステム負担金 3月につき 1,000円 

大判カラープリンタ負担金   

A1版1枚につき 130円(100円) 

A0版1枚につき 260円(200円) 

その他の装置等 

B0プラス版1枚につき 450円(300円) 

備考 

1 研究利用の計算機は，1 日ごとの利用料金の額に 1 円未満の端数を生じる場合は，

切り捨てるものとする。 

2 大判カラープリンタ負担金の( )内の金額は，用紙を持ち込む場合の金額とする。 

 
 

http://www.nagasaki-u.ac.jp/guidance/reiki_int/reiki_honbun/word/304400011.doc


長崎大学情報メディア基盤センター情報処理教育利用細則 

平成 16年 12月 1日 
情報メディア基盤センター細則第 1号 

(趣旨) 
第 1条 この細則は，長崎大学情報メディア基盤センター利用規程(平成 16年規程第 143号)
第 4条第 3項の規定に基づき，長崎大学情報メディア基盤センター(以下「情報メディア基盤
センター」という。)の計算機システムを利用して行う授業，講習会等(以下「情報処理教育」
という。)の利用手続に関し必要な事項を定めるものとする。 
(申請) 
第 2 条 情報処理教育を実施しようとする担当教員等は，所定の利用申請書を情報メディア
基盤センター長に提出し，利用の承認を受けなければならない。 
2 前項の申請は，次に掲げる期限までに行わなければならない。 
(1) 授業に利用する場合 当該授業科目が開講される学期の最初の月の 1月前 
(2) 講習会等に利用する場合 利用開始予定日の 2週間前 
(承認) 
第 3条 情報メディア基盤センター長は，前条第 1項の申請があったときは，情報メディア
基盤センターの利用状況等を考慮の上，承認の可否を決定し，担当教員等に通知するものと

する。 
2 情報メディア基盤センター長は，前項の規定により利用を承認する場合には，利用者番号
及びその有効期間を併せて通知するものとする。 
(利用者名簿の提出) 
第 4条 前条により承認の通知を受けた担当教員等は，受講者(情報処理教育の補助者を含む。)
の氏名及び利用者番号を記載した名簿を受講者決定後速やかに情報メディア基盤センター長

に提出しなければならない。 
(変更承認) 
第 5 条 担当教員等は，承認を受けた利用について変更が生じたときは，速やかに情報メデ
ィア基盤センター長の承認を受けなければならない。 
附 則 
1 この細則は，平成 16年 12月 1日から施行する。 
2 長崎大学総合情報処理センター情報処理教育利用細則(平成 16年総合情報処理センター細
則第 1号)は，廃止する。 
 
 



長崎大学キャンパス情報ネットワークシステム管理規則 

平成 16年 4月 1日 
規則第 76号 

(目的) 
第 1 条 この規則は，長崎大学における教育，研究及び事務に関する情報処理の円滑化を図
るために構成された長崎大学キャンパス情報ネットワークシステム(以下「NUNET」という。)
の全学的な管理体制を明確にすることにより，その適正かつ円滑な管理を行うことを目的と

する。 
(定義) 
第 2 条 この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ
る。 

(1) 部局 事務局，各学部，生産科学研究科，医歯薬学総合研究科，熱帯医学研究所，医学
部・歯学部附属病院，附属図書館，保健管理センター及び各学内共同教育研究施設をい

う。 
(2) 部局 LAN管理者 前号に規定する部局の長をいう。 
(3) ネットワークコンピュータ 端末装置等の機器を相互に接続するための通信ケーブル及
び接続用機器をいう。 

(4) 部局 LAN 部局のネットワークのうち，基幹 LANと接続している当該部局のネットワ
ークから構成するものをいう。 

(5) 基幹 LAN すべての部局 LANを接続するための中継機器及び通信ケーブル並びに情報
メディア基盤センターに設置された学外ネットワークに接続するための中継機器，サー

バ機器，監視装置等の機器及びこれらの機器を接続する通信ケーブルから構成するもの

をいう。 
(6) NUNET 各部局 LAN及び基幹 LANで構成される総体をいう。 

(NUNETの管理) 
第 3条 基幹 LANは，情報メディア基盤センター長(以下「センター長」という。)が管理し，
各部局 LANは，部局 LAN管理者が管理する。ただし，複数部局で一体として運用するネッ
トワークで基幹 LANと接続しているネットワークの管理については，関係部局の部局 LAN
管理者の協議によるものとする。 
2 基幹 LANと部局 LANの接続その他の NUNETに係る事項の総括は，部局 LAN管理者
の協力を得て，センター長が行う。 
(NUNETの運営に関する審議等) 
第 4条 NUNETの運営に関する次に掲げる事項については，長崎大学情報メディア基盤セ
ンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審議する。 

(1) NUNETの整備運用に関する事項 
(2) 基幹 LANと部局 LANその他機器等の接続に関する事項 
(3) NUNETと学外のネットワークとの接続に関する事項 
(4) NUNETによるネットワークサービスに関する事項 
(5) 基幹 LANの運用，保守等の経費に関する事項 
(6) その他 NUNETの運営に関する事項 

2 運営委員会に，NUNETの運用等に関する専門的事項を検討させるため，長崎大学キャン
パス情報ネットワークシステム運用専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。 
3 専門委員会に関し必要な事項については，別に定める。 
(基幹 LANの構成の変更) 
第 5 条 センター長は，基幹 LAN に機器又は通信ケーブルを接続しようとするとき，基幹



LANを構成する機器又は通信ケーブルを更新しようとするとき等基幹 LANの構成を変更し
ようとするときは，運営委員会の議を経て行うものとする。 
(部局ネットワーク又は部局管理の機器の接続等) 
第 6条 部局 LAN管理者は，基幹 LANに部局のネットワークを接続しようとするとき，部
局 LAN の接続を取り止めようとするとき又は部局 LAN の接続を変更しようとするときは，
センター長の承認を受けなければならない。 
2 部局 LAN管理者は，部局の管理する機器を基幹 LANに接続しようとするとき若しくは
接続を取り止めようとするとき又は当該機器の機種等を変更しようとするときは，センター

長の承認を受けなければならない。 
3 センター長は，前 2 項に規定する接続又は変更の内容が NUNET の管理運用上支障がな
いと認めたときは，運営委員会の議を経て承認するものとする。 
(管理運用担当者) 
第 7条 部局に，当該部局における部局 LANの管理に関して部局 LAN管理者を補佐し，そ
の運用を行わせるため，管理運用担当者を置く。 
2 前項の管理運用担当者は，当該部局の職員のうちから，部局 LAN管理者が指名する者を
もって充てる。 
3 第 1項の規定にかかわらず，部局 LANの管理及び運用上の必要がある場合には，関係部
局の部局 LAN管理者の協議により，共通の管理運用担当者を置くことができる。 
(補則) 
第 8条 この規則に定めるもののほか，NUNETの運用，利用等に関し必要な事項は，別に
定める。 
附 則 
この規則は，平成 16年 4月 1日から施行する。 
附 則(平成 16年 12月 1日規則第 90号)抄 
1 この規則は，平成 16年 12月 1日から施行する。 
附 則(平成 17年 3月 31日規則第 25号) 
この規則は，平成 17年 4月 1日から施行する。 
 
 



長崎大学キャンパス情報ネットワークシステム運用規程 

平成 16 年 4月 1日 

規程第 118 号 

(趣旨) 

第 1 条 この規程は，長崎大学キャンパス情報ネットワークシステム管理規則(平成 16 年規

則第 76 号。以下「規則」という。)第 8条の規定に基づき，NUNETの運用，利用等に関し必要

な事項を定めるものとする。 

(用語) 

第 2 条 この規程において使用する用語は，規則において使用する用語の例による。 

(運用) 

第 3 条 基幹 LAN の運用は，センター長が行う。 

2 部局 LAN の運用は，センター長の総括のもとに部局 LAN 管理者が行う。 

(ネットワーク層プロトコルの指定) 

第 4 条 基幹 LAN を利用して通信する場合のネットワーク層プロトコルは，IP とする。ただ

し，センター長が認めた場合は，この限りでない。 

(IP アドレスの管理及び割当て) 

第 5 条 NUNET の IP アドレスは，センター長が管理し，部局 LAN 管理者に割り当てる。 

2 前項の規定により IP アドレスの割当てを受けた部局 LAN 管理者は，部局 LAN に接続する

コンピュータ，端末装置等の機器(以下「コンピュータ等」という。)に IP アドレスを割り当

てる。 

3 前 2 項の規定にかかわらず，基幹 LAN に直接接続する機器については，センター長が IP

アドレスを割り当てる。 

(コンピュータ等の接続資格) 

第 6 条 NUNET にコンピュータ等を接続することのできる者は，次の各号の一に該当する者

とする。 

(1) 長崎大学(以下「本学」という。)の職員 

(2) その他部局 LAN 管理者が適当と認めた者 

(コンピュータ等の接続手続) 

第 7 条 部局 LAN にコンピュータ等を接続しようとする者は，接続しようとする部局 LAN の

部局 LAN 管理者にコンピュータ等接続申請書を提出し，許可を受けなければならない。 

2 部局 LAN 管理者は，部局 LAN の運用等に支障がないと認めたときは，前項の申請を行った

者にコンピュータ等接続許可書を交付する。 

3 コンピュータ等の接続を許可された者(以下「端末設置責任者」という。)は，コンピュー

タ等の接続を取り止めるときは，部局 LAN 管理者に届け出なければならない。 

(NUNET の利用資格) 

第 8 条 前条第 2 項の規定により接続を許可されたコンピュータ等を利用できる者は，次の

各号の一に該当する者で，端末設置責任者の許可を受けたものでなければならない。 

(1) 本学の職員 

(2) 本学の学生 

(3) その他部局 LAN 管理者が適当と認めた者 



(端末設置責任者及び利用者の遵守事項) 

第 9 条 端末設置責任者及びNUNETを利用する者(以下「利用者」という。)は，規則及びこの

規程を遵守するとともに，通信の妨害，傍受等NUNETの円滑な運用を阻害する行為をしてはな

らない。 

2 端末設置責任者又は利用者は，NUNET の接続又は利用に関し，部局 LAN 管理者又は管理運

用担当者の指示に従わなければならない。 

(接続又は利用の制限) 

第 10 条 部局 LAN 管理者は，端末設置責任者又は利用者が前条に規定する遵守事項に明らか

に違反したと判断したときは，コンピュータ等の接続の許可を取り消し，又は NUNET の利用

を制限することができる。 

(経費の負担) 

第 11 条 基幹 LAN の運用，保守等に要する経費の負担は，運営委員会の議により定めるもの

とする。 

2 部局 LAN の運用，保守等に要する経費は，当該部局が負担するものとする。 

3 NUNET に接続するコンピュータ等の接続等に要する経費は，端末設置責任者が負担するも

のとする。 

(事務) 

第 12 条 基幹 LAN に係る事務は情報メディア基盤センターにおいて，部局 LAN に係る事務は

当該部局において処理する。 

3 NUNET の事務の総括は，部局の協力を得て，情報メディア基盤センターが行う。 

(補則) 

第 13 条 この規程に定めるもののほか，NUNET の運用，利用等の細部に関し必要な事項は，

別に定めることができる。 

附 則 

この規程は，平成 16 年 4月 1 日から施行する。 

附 則(平成 16 年 12 月 1 日規程第 145 号)抄 

1 この規程は，平成 16 年 12 月 1 日から施行する。 

 



＜参考様式＞

コンピュータ等接続申請書 

 (部局 LAN管理者)    殿 
  
 長崎大学キャンパス情報ネットワークシステム運用規程第 6条第 1項の規定に基づき，下
記のとおりコンピュータ等の接続を申請します。 
 なお，長崎大学キャンパス情報ネットワークシステムの利用に当たっては，本規程を遵守

します。 

申請年月日 平成  年  月  日 

申請者の所属・職名，

氏名及び連絡先電話 印 (内線   ) 

接続するコンピュー

タ等の種別，製品名等 

  

接続場所   

  

希望事項 

  

  

http://www.nagasaki-u.ac.jp/guidance/reiki_int/reiki_honbun/word/303920011.doc


 

コンピュータ等接続許可書 

平成  年  月  日

 (接続申請者)  殿 

  

(部局 LAN 管理者)       印

 上記コンピュータ等の接続を許可します。 

 なお，IP アドレス等及び希望事項については，次のとおりです。 

IP アドレス等 

    

希望事項の許可 

・ 許可する。 

・ 一部許可する。(              ) 

・ 許可しない。 

  

  

(注 1)太線で囲んだ枠内にご記入ください。 
(注 2) 所属する部局以外の部局 LANに申請する場合は，所属長の承諾書を添付してください。 
 



長崎大学キャンパス情報ネットワークシステム運用専門委員会規程 

平成 16 年 4月 1日 

規程第 119 号 

(趣旨) 

第 1 条 この規程は，長崎大学キャンパス情報ネットワークシステム管理規則(平成 16 年規

則第 76 号。以下「規則」という。)第 4 条第 3 項の規定に基づき，長崎大学キャンパス情報

ネットワークシステム運用専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し

必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第 2 条 専門委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 情報メディア基盤センター長 

(2) 規則第 7条に規定する管理運用担当者 

(3) 情報メディア基盤センターの職員 

(4) その他情報メディア基盤センター長が必要と認めた者 

2 委員は，学長が任命する。 

(委員長) 

第 3 条 専門委員会に委員長を置き，前条第 1項第 1号の委員をもって充てる。 

2 委員長は，専門委員会を招集し，その議長となる。 

3 委員長に事故があるときは，委員長の指名する委員がその職務を代行する。 

(定足数) 

第 4 条 専門委員会は，委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

(意見の聴取) 

第 5 条 委員長が必要と認めたときは，委員以外の者を専門委員会に出席させ，意見を聴取

することができる。 

(報告) 

第 6 条 委員長は，検討の結果を情報メディア基盤センター運営委員会に報告するものとす

る。 

(事務) 

第 7 条 専門委員会の事務は，情報メディア基盤センター事務室において処理する。 

(補則) 

第 8 条 この規程に定めるもののほか，専門委員会の運営に関して必要な事項は，専門委員

会が別に定めることができる。 

附 則 

この規程は，平成 16 年 4月 1 日から施行する。 

附 則(平成 16 年 12 月 1 日規程第 145 号)抄 

1 この規程は，平成 16 年 12 月 1 日から施行する。 



FAQ：センターレポート 22 号からの転載 

（１）常勤職員 NUNetIDホームページからの申請 

 
注意事項 
このシステムで登録できるのは常勤職員のみです。 
非常勤職員は申請書に必要事項を記入し、事務部人事担当係の確認印をもらってから、

総合情報処理センターまでお送り下さい。申請書は下記ホームページにあります。 
http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/nunet/todoke-jis.html 

 
 
① 申請は下記ホームページから行います。 

http://onlineregist.cc.nagasaki-u.ac.jp/regist/ 
 

② 職員番号を入力する画面が表示されます。 
８桁の職員番号を入力し、送信ボタンを押します。 

 
③ 氏名が表示されます。表示内容を確認後、希望するログイン名を入力し、送信ボタンを押し

ます。（ログイン名はメールアドレスの＠の前の部分になります） 
 
ログイン名の条件は下記の通りです 
・ 使用できる文字は英小文字・数字・ハイフン（-） 
・ 先頭は英小文字であること 
・ 英大文字・ピリオド（.）は使用できません。 
・ 文字数は４文字～８文字です。 
・ 情報処理用語（root,login,system）など使えないログイン名があります。 

 
④ 申請者・ログイン名が表示されます。表示内容を確認し、送信ボタンを押します。 
 
⑤ 申請受付後、学内便で承認書を送付いたします。到着するまでしばらくお待ち下さい。 
 



（２）TCP/IP の設定方法 
 
NUNet共同システムへLAN 接続するためには、下記の方法で TCP/IPの設定を行ってください。 
ホームページにも掲載しております。 
http://www-cc.nagasaki-u.ac.jp/close-nagasaki-u/tcpip-jis.html 
 
部局等で DHCP をご利用の場合は、以下の設定は必要ありません。部局 LAN 管理運用

担当者へお尋ねください。部局 LAN 管理運用担当者については次のホームページをご覧

下さい。 http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/nunet/kanri/member-jis.html 
ファイアウォール等の設置により、学部内でプライベートアドレスをご使用の場合、設定

内容については、ファイアウォールを設置された方にお尋ねください。 
設定に必要な IP アドレス・ドメインについては、部局 LAN 管理運用担当者にお尋ねく

ださい。 
 
Windows95/98/ME 

① [マイコンピュータ] → [コントロールパネル] → [ネットワーク] を選択します。 
“ネットワーク設定タブ”の[TCP/IP-> ]を選択し、[プロパティ]をクリックします。 
 
 
 

 

 

TCP/IP 以降の表示は機種によって異なります。ダイヤルアップアダプタではな

いものを選択してください。 



② “IP アドレスタブ”を開きます。“IP アドレスを指定”にチェックをつけ、以下の項目を

入力します。 
IP アドレス → 133.45.xxx.xxx 
サブネットマスク → 255.255.255.0 

 
 

③ “ゲートウェイタブ”を開きます。新しいゲートウェイに IP アドレスの最下位を１に変え

たものを入力し、[追加]をクリックします。 
  例＞ IP アドレスが 133.45.17.99 の場合は、133.45.17.1 になります。 

 
 
 



④ “DNS 設定タブ”を開きます。“DNS を使う”にチェックをつけ、下記の項目を入力します。 
ホスト → 適当なホスト名 
ドメイン → 部局 LAN 管理運用担当者にお尋ねください。 
DNS サーバーの検索順１ → 該当するものを入力し、[追加]をクリックします。 

文教地区 133.45.8.13（三重・柳谷地区を含む） 
坂本地区 133.45.41.240 
片淵地区 133.45.67.240 

DNS サーバーの検索順２ → 133.45.64.5 を入力し、[追加]をクリックします。 
 

 
 
 

 
 

⑤ 設定項目が正しく入力されていることを確認し、[OK]をクリックします。 
 

⑥ 設定を有効にするために、コンピュータを再起動します。他のアプリケーションを起動し

ている場合は、すべて終了させてから再起動を行ってください。 

同一サブネット内で、ホスト名が重複した場合は、ファイル共有等によって問題が

発生する場合があります。 
DNSサーバーの検索順では必ず 133.45.64.5 が下になるように設定してください。



Windows2000 
① [スタート] → [設定] → [ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。 

 
 

② [ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 

 
 

③ [インターネットプロトコル（TCP/IP）]を選択し、[プロパティ]をクリックします。 
（接続の方法欄の表示は、機種によって異なります） 

 
 



④ “次の IP アドレスを使う”にチェックをつけ、下記の項目を入力します。 
IP アドレス → 133.45.xxx.xxx 
サブネットマスク → 255.255.255.0 
デフォルトゲートウェイ → IP アドレスの最下位を１に変えたものを入力 
  例＞ IP アドレスが 133.45.17.99 の場合は、133.45.17.1 になります。 
 
“次の DNS サーバーのアドレスを使う”にチェックし、下記の項目を入力します。 
優先 DNS サーバー → 該当するものを入力 

文教地区 133.45.8.13（三重・柳谷地区を含む） 
坂本地区 133.45.41.240 
片淵地区 133.45.67.240 

代替 DNS サーバー → 133.45.64.5 

 
 

⑤ 設定項目が正しく入力されていることを確認し、[OK]をクリックします。 
 

⑥ 設定を有効にするために、コンピュータを再起動します。他のアプリケーションを起動し

ている場合は、すべて終了させてから再起動を行ってください。 



WindowsNT 
① [マイコンピュータ] → [コントロールパネル] → [ネットワーク]を選択します。 

”プロトコルタブ”の[TCP/IP プロトコル]を選択し、[プロパティ]をクリックします。 

 
 

② “IP アドレスタブ”を開きます。“IP アドレスを指定する”にチェックをつけ、下記の項

目を入力します。（アダプタ欄の表示は、機種によって異なります） 
IP アドレス → 133.45.xxx.xxx 
サブネットマスク → 255.255.255.0 
デフォルトゲートウェイ → IP アドレスの最下位を１に変えたものを入力 
  例＞ IP アドレスが 133.45.17.99 の場合は、133.45.17.1 になります。 

 
 



③ “DNS タブ”を開き、下記の項目を入力します。 
ホスト名 → 適当なホスト名 
ドメイン → 部局 LAN 管理運用担当者にお尋ねください。 
 
DNS サービスの検索順序枠の[追加]をクリックします。 
該当するものを入力し、[追加]をクリックします。 
文教地区 133.45.8.13（三重・柳谷地区を含む） 
坂本地区 133.45.41.240 
片淵地区 133.45.67.240 

 
DNS サービスの検索順序枠の[追加]をクリックします。 
133.45.64.5 を入力し、[追加]をクリックします。 

 
 
 
 

 

 
 

④ 設定項目が正しく入力されていることを確認し、[OK]をクリックします。 
 
⑤ 設定を有効にするために、コンピュータを再起動します。他のアプリケーションを起動し

ている場合は、すべて終了させてから再起動を行ってください。 
 

同一サブネット内で、ホスト名が重複した場合は、ファイル共有等によって問題が

発生する場合があります。 
DNSサーバーの検索順では必ず 133.45.64.5 が下になるように設定してください。



WindowsXP 
① [スタート] → [コントロールパネル]を選択します。 

 
 

② [ネットワークとインターネット接続]を選択します。（この表示はカテゴリ表示です） 

 



③ [ネットワーク接続]を選択します。 

 

 
④ [ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 

 
 

⑤ “全般タブ”の[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、 [プロパティ]をクリック

します。（接続の方法欄の表示は、機種によって異なります） 

 



⑥ “次の IP アドレスを使う”にチェックをつけ、下記の項目を入力します。 
IP アドレス → 133.45.xxx.xxx 
サブネットマスク → 255.255.255.0 
デフォルトゲートウェイ → IP アドレスの最下位を１に変えたものを入力 
  例＞ IP アドレスが 133.45.17.99 の場合は、133.45.17.1 になります。 
 
“次の DNS サーバーのアドレスを使う”にチェックし、下記の項目を入力します。 
優先 DNS サーバー → 該当するものを入力 

文教地区 133.45.8.13（三重・柳谷地区を含む） 
坂本地区 133.45.41.240 
片淵地区 133.45.67.240 

代替 DNS サーバー → 133.45.64.5 

 

 
⑦ 設定項目が正しく入力されていることを確認し、[OK]をクリックします。 

 
⑧ 設定を有効にするために、コンピュータを再起動します。他のアプリケーションを起動し

ている場合は、すべて終了させてから再起動を行ってください。 



Macintosh OS9 
① [アップルメニュー] → [コントロールパネル] → [TCP/IP]を選択します。 

 
 

② TCP/IP 設定ウィンドウが表示されるので、下記の項目を入力します。 
経由先 → Ethernet 
設定方法 → 手入力 
IP アドレス → 133.45.xxx.xxx 
サブネットマスク → 255.255.255.0 
ルータアドレス → IP アドレスの最下位を１に変えたものを入力 
  例＞ IP アドレスが 133.45.17.99 の場合は、133.45.17.1 になります。 
ネームサーバアドレス１ → 該当するものを入力 

文教地区 133.45.8.13（三重・柳谷地区を含む） 
坂本地区 133.45.41.240 
片淵地区 133.45.67.240 

ネームサーバアドレス２ → 133.45.64.5 を入力します。 
 
 
検索ドメイン名 → 部局 LAN 管理運用担当者にお尋ねください。 

 
 

③ 設定項目が正しく入力されていることを確認し、ウィンドウを閉じ、設定を保存します。 
 
 

ネームサーバアドレスは必ず 133.45.64.5 が下になるように設定してください。



Macintosh OSX 
① [アップルメニュー] → [システム環境設定]を選択します。 

 
 

② [ネットワーク]を選択します。 

 



③ TCP/IP 設定ウィンドウが表示されるので、下記の項目を入力します。 
表示 → 内蔵 Ethernet 
設定 → 手入力 
IP アドレス → 133.45.xxx.xxx 
サブネットマスク → 255.255.255.0 
ルータ → IP アドレスの最下位を１に変えたものを入力 
  例＞ IP アドレスが 133.45.17.99 の場合は、133.45.17.1 になります。 
DNS サーバ１ → 該当するものを入力 

文教地区 133.45.8.13（三重・柳谷地区を含む） 
坂本地区 133.45.41.240 
片淵地区 133.45.67.240 

DNS サーバ２ → 133.45.64.5 を入力します。 
 
 
検索ドメイン → 部局 LAN 管理運用担当者にお尋ねください。 

 
 

④ 設定項目が正しく入力されていることを確認し、[今すぐ適用]をクリックします。 

DNS サーバは必ず 133.45.64.5 が下になるように設定してください 



（３）メールパスワード変更 
 
注意事項 

現在運用しているシステムでは、UNIX ログインサーバ(ダイアルアップ等)と メールサーバ

が分離しています。このため、パスワードの管理も別々に行うことになりますのでご注意く

ださい。 
UNIX ログインサーバ（ダイアルアップ等）のパスワード変更については下記をご覧下さい。

利用されている ID によって方法が異なりますのでご注意下さい。 
・UNIX 利用（ダイアルアップ）パスワード変更（net・net2） 
・パソコンでのパスワード変更（学生用・講義用・研究用） 

 
 
① www ブラウザで下記に接続します。 

netID の方： http://mboxhost.net.nagasaki-u.ac.jp/sims/en/login.html 
net2ID の方： http://mboxhost.net2.nagasaki-u.ac.jp/sims/en/login.html 
学生用 ID の方(s0000000)(d0000000)： 
 http://mboxhost.stcc.nagasaki-u.ac.jp/sims/en/login.html 
研究用・講義用 ID の方(f0000)(e000000)： 

 http://mboxhost.cc.nagasaki-u.ac.jp/sims/en/login.html 
 

② 下記の項目を入力して Login ボタンを押します。 
Ｌogin ID： 自分のログイン名 
D o m a i n： netID の方 → net.nagasaki-u.ac.jp 
  net2ID の方 → net2.nagasaki-u.ac.jp 
  学生用 ID の方(s0000000)(d0000000) → stcc.nagasaki-u.ac.jp 
  研究用・講義用 ID の方(f0000)(e000000) → cc.nagasaki-u.ac.jp 
Ｐassword： パスワード 

   
 



③ Change My Password タブを押します。 

  
 
④ 以下の項目を入力して Apply ボタンを押します。 

Current Password 現在のパスワード 
New Password 新しいパスワード 
Retype New Password 確認のため再度新しいパスワードを入力 

   
パスワード変更が成功すると「Password changed successfully」と表示されます。 



⑤ Logout タブを押し、終了します。 

   
 
エラーメッセージについて 
  （その１）The value you entered in the Current Password field does not match the actual 

current password. Please input the correct current password and try again. 
       現在のパスワードが間違っています。正しいパスワードを入力してください。 
 
  （その２）A valid password must be at least 4 characters or longer. 

Please enter a new password and try again. 
       パスワードは４文字以上になります。 
 
  （その３）The passwords must be entered twice to ensure correctness. 

Please enter the same password in both the Password and Retype password 
fields and submit again. 
新しいパスワードと確認のためのパスワードが一致していません。 

 



（４）パソコンでのパスワード変更（学生用 ID・教育用 ID・研究用 ID） 

 
注意事項 
net・net2ID をご利用の方はこの方法での変更はできません。 
総合情報処理センターが設置しているパソコンからの変更方法を記載しています。その

他のパソコンから変更される場合は、下記 URL に接続してください。 
http://tpass-sv.cc.nagasaki-u.ac.jp/tpass/ 

このパスワード変更方法は、学生用 ID（s0000000）教育用 ID（e000000）研究用 ID
（f0000）のメール以外のパスワード変更方法です。メールパスワード変更方法について

はメールパスワード変更をご覧下さい。 
 
① 電源を入れ、下記の画面が表示されるまで待ちます。 

 

② Ctrl キー、Alt キーを押したまま Delete キーを押します。 

③ ユーザ名、パスワードを入力し OK ボタンをクリックします。 

 

④ デスクトップにある「パスワード変更」アイコンをダブルクリックします。 

 



⑤ 下記項目を入力し、パスワード変更ボタンをクリックします。 
パスワードが変更されると「パスワードを変更しました」と表示されます。 

 

エラーメッセージについて 
（その１）ユーザ名が間違っていた場合 

server=registsv：ユーザ名が存在しないか、パスワードが変更できない状態です。 
対処方法：ユーザ名を確認し、しばらくしてから再度実行してください。 

（その２）旧パスワードが間違っていた場合 
server=registsv：旧パスワードに誤りがあります。 
対処方法：正しい旧パスワードを設定してください。 

（その３）新パスワードと新パスワード確認が異なった場合 
server=registsv：新しいパスワードを確認できませんでした。 
対処方法：新パスワードと新パスワード確認を一致させてください。 

（その４）旧パスワードと新パスワードが３文字以上異なっていなかった場合 
server=registsv：新パスワードと旧パスワードが３文字以上違っていません。 
対処方法：新パスワードは旧パスワードと３文字以上違うものを指定してください。 

（その５）新パスワードが英字のみ・数字のみ・特殊文字のみだった場合 
server=registsv：パスワードに２つ以上の英字および１つ以上の数字もしくは特殊文

字が含まれていません。 
対処方法：正しいパスワードを指定してください。 

（その６）パスワードが短い場合（パスワードは６文字以上です） 
server=registsv：パスワードが短すぎます。 
対処方法：システム管理者にパスワードの最低文字数を確認して下さい。 

（その７）パスワードが長い場合（パスワードは８文字以下です） 
server=registsv：新パスワードが９文字以上指定されています。 
対処方法：新パスワードは８文字以下で指定してください。 

（その８）パスワードがユーザ名と同じものだった場合 
server=registsv：パスワードにはユーザ名と同じもの、もしくはユーザ名を反転した

もの、ユーザ名をずらしたものは指定できません。 
対処方法：正しいパスワードを指定してください。 



（５）ダイアルアップ（UNIX利用）パスワード変更（net・net2） 

 
注意事項 

現在運用しているシステムでは、UNIX ログインサーバ（ダイアルアップ等）とメールサーバが

分離しています。このため、パスワードの管理も別々に行うことになりますのでご注意ください。 
メールサーバのパスワード変更についてはメールパスワード変更をご覧下さい。 

 
作業は telnet 等でホストへ接続し、passwd コマンドによって行います。 
ホスト名は下記のとおりです。 
netID 利用者 ： usr.net.nagasaki-u.ac.jp 
net2ID 利用者 ： usr.net2.nagasaki-u.ac.jp 
 
Windows の場合 
ここでは、windows 標準の telnet ソフトを利用する場合の変更方法を説明します。 

① 「スタート」ボタン → 「ファイル名を指定して実行」を選択 
名前:のところに下記を入力してください。 
netID 利用者： telnet(スペース)usr.net.nagasaki-u.ac.jp 
net2ID 利用者： telnet(スペース)usr.net2.nagasaki-u.ac.jp  

② ウィンドウが現れ login 名と password を求められるので入力します。  
③ New TERM: の後に vt100 と入力します。  
④ 表示が ~netsv(ログイン名）になります。  
⑤ setenv(スペース）LANG(スペース）C と入力します。  
⑥ passwd と入力します。  
⑦ passwd コマンドを入力すると、現在のパスワードを求められます。 

その後変更したいパスワードを入力します。 
入力ミスを防ぐためにもう一度入力します。 

 
パスワードが変更されると、「NIS passwd / attributes changed on registsv」と表示されます。  
 
Macintosh の場合 
Macintosh の場合は、必ずしも標準で telnet ソフトが入っているわけではないので、ソフトが入って

いない場合はターミナルエミュレータソフト（NCSA telnet）等をインストールしてください。 
 
    ここでは NCSA telnet を利用する場合の変更方法を説明します。  

① NCSA_Telnet を起動します。  
② 「File」から「Open Connection」を選択します。 
③ host / session に 下記を入力し、connect をクリックします。 

netID 利用者 ： usr.net.nagasaki-u.ac.jp 
net2ID 利用者： usr.net2.nagasaki-u.ac.jp  

④ ウィンドウが現れ login 名と password を求められるので入力します。  
⑤ New TERM: の後に vt100 と入力します。  



⑥ 表示が ~netsv(ログイン名）になります。  
⑦ setenv(スペース）LANG(スペース）C と入力します。  
⑧ passwd と入力します。  
⑨ passwd コマンドを入力すると、現在のパスワードを求められます。 

その後変更したいパスワードを入力します。 
入力ミスを防ぐためにもう一度入力します。 

 
パスワードが変更されると、「NIS passwd / attributes changed on registsv」と表示されます。 
 
エラーメッセージについて 
（その１）現在のパスワードが間違っていた場合 
     passwd(SYSTEM): Sorry, wrong passwd 

Permission denied 
（その２）パスワードが短い場合（パスワードは６文字～８文字です） 
     passwd(SYSTEM): Password too short - must be at least 6 characters. 
（その３）新しいパスワードと確認のためのパスワードが異なった場合 
     passwd(SYSTEM): They don't match; try again. 
（その４）現在のパスワードと新しいパスワードが３文字以上異なっていなかった場合 
     passwd(SYSTEM): Passwords must differ by at least 3 positions 
（その５）新パスワードが英字のみ・数字のみ・特殊文字のみだった場合 
     （パスワードは２つ以上の英字および１つ以上の数字もしくは特殊記号が 

含まれていなければなりません。） 
     The first 6 characters of the password 

must contain at least two alphabetic characters and at least 
one numeric or special character. 



（６）メール転送設定 
 
設定が反映されるまで１時間程度かかる場合がありますのでご了承ください。 

 
① www ブラウザで下記に接続します。 

netID の方 ： http://mboxhost.net.nagasaki-u.ac.jp/sims/en/login.html 
net2ID の方： http://mboxhost.net2.nagasaki-u.ac.jp/sims/en/login.html 
学生用 ID の方(s0000000)(d0000000)： 
 http://mboxhost.stcc.nagasaki-u.ac.jp/sims/en/login.html 
研究用・講義用 ID の方(f0000)(e000000)： 

 http://mboxhost.cc.nagasaki-u.ac.jp/sims/en/login.html 
 

② 下記の項目を入力して Login ボタンを押します。  
Ｌogin ID： 自分のログイン名 
D o m a i n： netID の方 → net.nagasaki-u.ac.jp 
  net2ID の方 → net2.nagasaki-u.ac.jp 
  学生用 ID の方(s0000000)(d0000000) → stcc.nagasaki-u.ac.jp 
  研究用・講義用 ID の方(f0000)(e000000) → cc.nagasaki-u.ac.jp 
Ｐassword： パスワード 

 
③ My Forwarding Rules タブを押します。 

   



④ 以下の項目を入力して Apply ボタンを押します。 
• Forwarding On にチェックします。 
• サーバにメールを残す場合は 

Deliver a copy to inbox when forwarding e-mail にもチェックします。 
• Forward to に転送先のメールアドレスを入力します。 

(スペルミスがないか確認をしてください) 
 

複数の転送先を入力する場合は改行し、１行につき１アドレスになるようにしてください 
 

   
  変更が完了すると「Forward attributes changed successfully」と表示されます。 
 
⑤ Logout タブを押し、終了します。 

   

転送先メールアドレスを入力 

サーバにメールを残す

場合はチェック 



（７）学外からのメール送信について 
 
電子メール送信時にも認証を行う SMTP AUTH に対応しているため、学外からでも学内の電子メー

ルサーバを利用して電子メールを送信できます。 
平成１４年１０月以前に ID を取得され、平成１４年１１月以降にメールサービスのパスワードを変

更されていない方につきましては、一度パスワードを変更して頂く必要があります。 
 
利用可能なメールソフト 

・ Eudora(ver.4.3 以降) 
・ Netscape 
・ AL-mail(ver.1.13 以降) 
・ Becky! 
・ Outlook Express 

 
＊設定に「送信時にも認証する」というような項目があるメールソフトの場合は、送信できる場合が

あります。お試しください。 
 
＊設定項目に出てくる POP サーバ、SMTP サーバは ID によって異なります。下記を参考に設定を行

ってください。 
I  D POP サーバ名・SMTP サーバ名 

職員用（net） mboxhost.net.nagasaki-u.ac.jp 
職員用（net2） mboxhost.net2.nagasaki-u.ac.jp 
学生用 
（s000000a～s999999z・d000000a～d999999z） 

mboxhost.stcc.nagasaki-u.ac.jp 

教育用(e0a0000～e9z9999)・研究用(f0000～f9999) mboxhost.cc.nagasaki-u.ac.jp 
 
＊設定項目に出てくるユーザー名、ID（ログイン名）は、メールアドレスの＠の前の部分です。 



Eudora（ver.4 .3 以降） 
① [ツール]→[オプション]を選択 

 

 
② [基本設定]→[認証を許可]にチェックし、[OK]をクリック 

 
 



Netscape4.7 
① [編集]→[設定]を選択 

 

 
② [メールとグループ]→[メールサーバ]を選択 

[送信メールサーバ]設定欄の[送信メール(SMTP)サーバ]に SMTP サーバを入力、 
[送信メールサーバのユーザ名]に ID（ログイン名）を入力し、[OK]をクリック 

 

 



Netscape7.0 
① [ウィンドウ]→[Mail&Newsgroups] 

 
 
② メールソフトが起動します。[編集]→[Mail&Newsgroups アカウントの設定]を選択 

 
 

③ [送信サーバ（SMTP）]を選択。 
[サーバ名]に SMTP サーバ名を入力、[ユーザ名]に ID(ログイン名)を入力し、[OK]をクリッ

ク 

 

 



AL-Mail(ver.1.13 以降) 
① [ツール]→[オプション] 

 
 
② [アカウント]→[高度な設定]を選択 

 
 

③ [メール送信時に認証する]にチェックし、[ユーザ名]に ID（ログイン名）を入力、[パスワー

ド]にパスワードを入力し、[OK]をクリック 

 
！注意！学内から送信する場合、この設定を行うとメール送信ができません。 



Becky! 
① [ツール]→[メールボックス設定]を選択 
② [詳細]タブの[SMTP 認証]にチェックし、[ユーザーID]に ID（ログイン名）を入力、[パスワ

ード]にパスワードを入力 
 
Outlook Express 
① [ツール]→[アカウント]を選択 

 
 
② [メール]タブから設定するアカウントを選択し、[プロパティ]をクリック 

 



③ [サーバ]タブの[このサーバは認証が必要]にチェックし[適用]をクリック 
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端末室利用予定表 

平成 16 年度  前期  第一端末室の利用 
 8:50～10:20 10:30～12:00 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40 

月   
コンピュータ入門 

工・構造（森田） 

コンピュータ概論Ⅰ 

教育（野崎） 
教養セミナー 

全学（高橋） 

火  
情報処理入門 

全学（古賀） 
  

教養セミナー 

全学（高橋） 

教養セミナー 

全学（高橋）～5/21 
水  

情報処理入門 

全学（鶴丸） 
 

情報処理入門 

全学（丸山） 教養セミナー 

全学（下町）5/26～ 

教養セミナー 

全学（高橋）～5/21 
木     

教養セミナー 

全学（丹羽）5/27～ 

金 
情報基礎 

工・材料（近藤） 
 

情報処理入門 

全学（本田） 

情報処理入門 

全学（三根） 
教養セミナー 

全学（才本） 

 

平成 16 年度   前期   第二端末室の利用 
 8:50～10:20 10:30～12:00 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40 

月 
CAD 演習 

工学（木須） 

情報処理入門 

全学（藤木） 
 

教養セミナー 

全学（高橋） 

火 
プログラミング演習 

工・電気（陳） 

情報処理入門 

全学（全） 
 

情報処理入門 

全学（古賀） 

プログラミング演習 

工・電気（陳） 

水  
情報処理入門 

全学（中村千秋） 

情報処理入門 

全学（阪倉） 

情報処理入門 

全学（森田） 

教養セミナー 

全学（高橋） 

木 
数値解析 

工・電気（田中） 
 

情報処理入門 

全学（中村聖三） 

情報処理入門 

全学（植木） 

教養セミナー 

全学（高橋） 
教養セミナー 

全学（高橋）～5/21 
金  

情報処理入門 

全学（修行） 

情報処理入門 

全学（中村剛） 教養セミナー 

全学（永山/長富）5/28～ 
 

平成 16 年度  前期  全学教育棟 207 番教室の利用 
 8:50～10:20 10:30～12:00 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40 

月     
教養セミナー 

図書（金丸） 

火     
教養セミナー 

図書（金丸） 

水  
工学倫理 

工学（川波） 
 

情報処理入門 

全学（鶴丸） 

教養セミナー 

図書（金丸） 

木  
 

  
教養セミナー 

図書（金丸） 

金   
情報処理入門 

全学（高瀬） 
 

教養セミナー 

図書（金丸） 
 

平成 16 年度  前期  全学教育棟及び他の施設等の利用 
 8:50～10:20 10:30～12:00 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40 

教養セミナー(208 番) 

図書（金丸） 
月     

教養セミナー(第 3) 

全学（高谷） 

教養セミナー(208 番) 

図書（金丸） 
火     

教養セミナー(第 3) 

全学（田中） 

教養セミナー(第 3) 

全学（高村） 
水  

工学倫理(208 番) 

工学（川波） 
 

情報科学特論Ⅰ(208 番) 

教育（柳生） 教養セミナー(208 番) 

図書（金丸） 

教養セミナー(208 番) 

図書（金丸） 
木  

 

  
教養セミナー(第 3) 

全学（大作） 

教養セミナー(208 番) 

図書（金丸） 
金   

システム工学(208 番) 

工学（川波） 
 

教養セミナー(第 3) 

全学（山口） 



端末室利用予定表 

平成 16 年度  後期  第一端末室の利用 
 8:50～10:20 10:30～12:00 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40 

月  
コンピュータ概論Ⅱ 

教育（野崎） 
品質管理 

工学（近藤） 

プログラミング演習 

工学（下本） 

火  
情報処理入門 

全学（鶴丸） 
英語コミュニケーション 

工学（ルール ドーン ミシェル） 

情報処理入門 

全学（鶴丸） 
英語コミュニケーション 

工学（ルール ドーン ミシェル） 

水 
情報処理入門 

全学（黒田） 

情報処理入門 

全学（鶴丸） 

機械の製図応用 

工学（林） 

情報処理入門 

全学（鶴丸） 
 

木  
熱物質移動論 

工学（金丸） 

機械の製図応用 

工学（林） 
 

金  
情報処理入門 

全学（小栗） 
   

 

平成 16 年度   後期   第二端末室の利用 

 8:50～10:20 10:30～12:00 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40 

月  
環境情報処理 

環境（高尾） 

情報処理入門 

全学（西田） 

プレゼンテーション技法 

工・構造（原田） 

火  
情報処理入門 

全学（古賀） 
 

情報処理入門 

全学（古賀） 
 

水 
情報処理入門 

全学（田口） 

情報処理入門 

全学（古賀） 

コンピュータ情報処理 

工・社会（中村） 
情報処理入門 

全学（古賀） 
 

木  
情報処理入門 

全学（藤村） 

情報処理入門 

全学（野崎） 
  

金 
情報処理入門 

全学（陳） 

薬効検定法 

薬学（和田） 

情報基礎 

工・社会（西田） 
  

 

平成 16 年度  後期  全学教育棟 207 番教室の利用 
 8:50～10:20 10:30～12:00 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40 

月   
アルゴリズムと言語処理 

工・構造（吉武） 
英語コミュニケーション 

工学（ルール ドーン ミシェル） 
 

火 
線形代数学 

工学（林） 
英語コミュニケーション 

全学（ウィリアム コリンズ） 

英語コミュニケーション 

全学（ウィリアム コリンズ） 

プログラミング演習 

工学（下本） 

水    
英語コミュニケーション 

工学（ルール ドーン ミシェル） 

 

木 
英語コミュニケーション 

全学（ウィリアム コリンズ）  
英語コミュニケーション 

全学（ウィリアム コリンズ） 
  

金   
英語コミュニケーション 

工学（ルール ドーン ミシェル） 
 

線形代数学(再履修) 

工学（林） 
 

平成 16 年度  後期  全学教育棟及び他の施設等の利用 
 8:50～10:20 10:30～12:00 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40 

月      

火      

水    
プロジェクト実験(208 番) 

工・電気（田中） 

木  
 

   

金   
プロジェクト実験(208 番) 

工・電気（田中） 
 

 

2005 年 4 月 28 日現在 



（1）情報メディア基盤センター運営委員会名簿（H16.12.1 現在） 

 

  委員長     情報メディア基盤センター長   教  授 宮原 末治 

 委 員   情報政策委員会副委員長    教 授     岡林 隆敏 

          教  育  学  部             助教授  中村 千秋 

             経  済  学  部             教  授  村田 省三 

             医    学    部             教  授  柴田 義貞 

             歯    学    部             助教授 真鍋 義孝 

             薬    学    部             助教授  西田 孝洋 

             工    学    部             教  授  小栗 清 

             環 境 科 学 部             教 授 中村 剛 

             水  産  学  部             助教授 高山 久明 

             熱帯医学研究所             教  授 嶋田 雅曉 

             医学部・歯学部附属病院     教  授 中村 卓 

             生産科学研究科           教  授 修行 稔 

             医歯薬学総合研究科         助教授       西田 孝洋 

             医療技術短期大学部           助教授 菊地 泰樹 

             情報処理科目専門委員会委員長 教 授 鶴丸 弘昭 

             情報メディア基盤センター     教 授 中村 卓 

             情報メディア基盤センター     助教授 黒川 不二雄 

       情報メディア基盤センター   助教授 野崎 剛一 

             総  務    部           総務部長 脇坂 信夫 

             学 生 支 援 部        学生支援部長  石井 正寛 

       図 書 館 部        図書館部長   安永 勉 

  

（2）情報メディア基盤センター職員名簿 

 

            センター長（併任）          教  授      宮原 末治 

            情報基盤部門長               助教授         野崎 剛一 

      データベース部門長（兼任）  教 授     中村 卓 

      情報メディア部門長（兼任）  助教授     黒川 不二雄 

         （兼任）        助教授     楢崎 修二 

         （兼任）        講 師     井手 弘人 

         （兼任）        講 師     古賀 掲維 

                     助 手     柳生 大輔 

                     助 手     丸田 英徳 

         （兼任）        助 手     長澤 多代 

            事務室長（兼任）            総務課情報班長 山口 幸二 

                                          技術職員    山口 正道 

                     技術職員    長崎 隆志 

                     事務職員    原口 浩 

                     事務補佐員   濱里 麗子 

                     事務補佐員   大町 麗 
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センター利用案内 

 

[学内共同計算機サービス] 

項目 利用対象 利用時間等 

学術研究専用 

サーバシステム 

本学教官，学生等 

（研究用 ID*） 

サ
ー
バ 

汎用サーバシステム 

本学教官，学生等 

（研究用 ID*） 

受講生及び指導教官 

（教育用 ID*） 

本学学生 

（学生用 ID*） 

1. 原則的に通年 24 時間運用 

2. センターの端末室から利用する場

合は下欄参照． 

3. *の ID 取得には申請が必要 

第 1 研究端末室 

（パソコン） 

第 1 端末室（パソコン） 

第 2 端末室（パソコン） 

演習室（パソコン） 

端
末
（
セ
ン
タ
ー
内
） オープン利用室（パソコン） 

本学職員，学生等 
1. 原則的には平日の 8:30～17:30 

2. 第 2端末室は授業以外での利用不可 

全学教育棟 

207,208 番教室 

（パソコン） 

1. 各建物の開館時間に従う 

2. 授業以外での利用不可 

端
末(

そ
の
他) 

図書館端末コーナー 

（パソコン） 

本学職員，学生等 

1. 各建物の開館時間に従う 

WWW ページによる情報提供 http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp 

 

[学内ネットワーク(NUNet)基幹/共同利用サービス] 

項目 利用対象 利用時間等 

学内基幹ネットワーク 

本学職員，学生等 

（端末設置責任者は本学

職員） 

1. 原則的に通年 24 時間運用 

2. 学外（インターネット）接続を

含む 

NUNet 共同システム 

(netID でのメール利用等) 

本学職員 

(netID*） 

ネームサーバシステム 無制限(情報登録は本学職員*2) 

Dialup PPP システム 本学職員*3 

Dialup TTY システム 本学職員，学生等 

メーリングリストシステム 無制限(主宰は本学職員*4) 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
利
用
サ
ー
バ その他各種サーバシステム 無制限 

1. 原則的に通年 24 時間運用 

2. *の ID 取得には申請が必要 

3. *2 の申請は各学部のネットワ

ーク運用専門委員のみ 

4. *3の利用は netIDまたは研究用

ID 取得者のみ 

5. *4 の申請は netID 取得者のみ 

WWW ページによる情報提供 http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp 

 

[問い合わせ，事務手続き等] 

項目 利用対象 利用時間等 

事務室受付 教官，学生等 
1. 原則的に平日の 8:30～17:20 

2. 12:00～13:00 除く 

 

電子メール : center@cc.nagasaki-u.ac.jp 

電話 : 095-819-2222 内線 2222 , FAX:095-819-2218 
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